
第37号 新  潟  県  報 令和８年５月15日(金) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主  要  目  次 

 

告   示 
 405 指定公金事務取扱者への公金事務の委託（税務課） 
 406 特定計量器の定期検査（計量検定所） 
 407 管理規程の変更認可（農地計画課） 
 408 管理規程の変更認可（農地計画課） 
 409 管理規程の変更認可（農地計画課） 
 410 土地改良区の定款変更認可（農地計画課） 
 411 土地改良区連合の定款変更認可（農地計画課） 
 412 土地改良区の定款変更認可（農地計画課） 
 413 土地改良区の定款変更認可（農地計画課） 
 414 土地改良区役員の就退任届（農地計画課） 
 415 土地改良区の定款変更認可（農地計画課） 
 416 連携管理保全計画の認可（農地計画課） 
 417 土地改良区連合の定款変更認可（農地計画課） 
 418 土地改良区役員の就退任届（農地計画課） 
 419 土地改良区の定款変更認可（農地計画課） 
 420 土地改良区の定款変更認可（農地計画課） 
 421 道路の供用開始（道路管理課） 
 422 市町村決定に係る都市計画の変更の図書の写しの縦覧（都市政策課） 
 423 市町村決定に係る都市計画の変更の図書の写しの縦覧（都市政策課） 
 424 市町村決定に係る都市計画の図書の写しの縦覧（都市政策課） 
 425 市町村決定に係る都市計画の変更の図書の写しの縦覧（都市政策課） 
公   告 
  予算の公表（財政課） 
  家畜商講習会の開催（食品・流通課） 
  一般競争入札の実施（警察本部会計課） 
 

告   示 

◎新潟県告示第405号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、指定公金事務取扱者に公金事務を委託し

たので、同条第２項及び新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第10号）第105条第４項で準用する第104条の４第

３項の規定に基づき次のとおり告示する。 

令和８年５月15日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地 

名 称 住所又は事務所の所在地 

一般財団法人 新潟県自動車標板協会 新潟県新潟市中央区東出来島14番28号 

  

発 行   新 潟 県 

第 37 号 
令和８年５月15日 

毎週火（祝日のときは翌日）、金曜発行 
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２ 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出 

令和８年法律第２号による改正前の地方税法附則第29条の12に規定する新潟県に納付される軽自動車税に係

る徴収金 

３ 地方自治法第243条の２第１項の規定による指定をした日 

  令和８年４月１日 

４ 地方自治法第243条の２第１項の規定による委託をした日 

  令和８年４月１日 

 

◎新潟県告示第406号 

計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により、南魚沼市の特定計量器定期検査を次のとおり実施

する。 

令和８年５月15日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 検査の対象となる特定計量器 

 計量法施行令（平成５年政令第329号）第10条第１項第１号に規定する特定計量器 

２ 定期検査を行う日時等 

検査日時 検査場所 検査区域等 

６月15日（月） 

 

午前10時から正午まで 

午後１時から４時まで 

塩沢保健センター 南魚沼市全域 

６月16日（火） 

 ６月17日（水） 

 ６月18日（木） 

午前９時から正午まで 

午後１時から４時まで 

６月19日（金） 午前９時から正午まで 

６月22日（月） 午前10時から正午まで 

午後１時から４時まで 

大和市民センター 

 ６月23日（火） 

 ６月24日（水） 

６月25日（木） 

午前９時から正午まで 

午後１時から４時まで 

６月26日（金） 午前９時から正午まで 

６月29日から令和

９年３月15日まで。

ただし、土・日曜日

及び祝日並びに12

月29日、同月30日、

同月31日を除く。 

午前９時30分から正午まで 

午後１時から３時30分まで 

新潟県計量検定所 上記の未受検者 

特定計量器の所在の場所 特定計量器検定検査規則 

（平成５年通商産業省

令第70号）第39条第１項

に規定する特定計量器 

 

３ 実施機関 

 新潟県指定定期検査機関 一般社団法人新潟県計量協会 

 

◎新潟県告示第407号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第57条の２第３項の規定により、次のとおり高根川沿岸地区頭首工管理規

程の変更を認可した。 

令和８年５月15日 

新潟県村上地域振興局長 

１ 管理規程を変更した者の所在及び名称 

 村上市山辺里240番地２ 

 三面川沿岸土地改良区 

２ 認可年月日 

 令和８年４月24日 

３ 認可した管理規程の概要 

  第１章 総則 
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  第２章 取水、放流及びゲートの操作に関する事項 

  第３章 点検及び整備に関する事項 

  第４章 緊急事態における措置に関する事項 

  第５章 雑則 

 

◎新潟県告示第408号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第57条の２第３項の規定により、次のとおり笹平頭首工管理規程の変更を

認可した。 

令和８年５月15日 

新潟県村上地域振興局長 

１ 管理規程を変更した者の所在及び名称 

 村上市山辺里240番地２ 

 三面川沿岸土地改良区 

２ 認可年月日 

 令和８年４月24日 

３ 認可した管理規程の概要 

  第１章 総則 

  第２章 取水放流及びゲートの操作に関する事項 

  第３章 点検及び整備に関する事項 

  第４章 緊急事態における措置に関する事項 

  第５章 雑則 

 

◎新潟県告示第409号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第57条の２第３項の規定により、次のとおり三面川左岸用水頭首工管理規

程の変更を認可した。 

令和８年５月15日 

新潟県村上地域振興局長 

１ 管理規程を変更した者の所在及び名称 

 村上市山辺里240番地２ 

 三面川沿岸土地改良区 

２ 認可年月日 

 令和８年４月24日 

３ 認可した管理規程の概要 

  第１章 総則 

  第２章 取水、放流及びゲートの操作に関する事項 

  第３章 点検及び整備に関する事項 

  第４章 緊急事態における措置に関する事項 

  第５章 雑則 

 

◎新潟県告示第410号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、新発田市の新発田土地改良区の定款の変更を

令和８年４月27日認可した。 

令和８年５月15日 

新潟県新発田地域振興局長 

 

◎新潟県告示第411号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第84条において準用する同法第30条第２項の規定により、新潟市の阿賀野

川左岸土地改良区連合の定款の変更を令和８年４月27日認可した。 

令和８年５月15日 

新潟県新潟地域振興局長 
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◎新潟県告示第412号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、長岡市の本与板土地改良区の定款の変更を令

和８年４月27日認可した。 

令和８年５月15日 

新潟県長岡地域振興局長 

 

◎新潟県告示第413号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、小千谷市の小千谷西南土地改良区の定款の変

更を令和８年４月27日認可した。 

令和８年５月15日 

新潟県長岡地域振興局長 

 

◎新潟県告示第414号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により、見附市の杉沢土地改良区から次のとおり役員

が就任及び退任した旨の届出があった。 

令和８年５月15日 

新潟県長岡地域振興局長 

１ 就任 

 監事 見附市杉沢町1480番地   磯部 忠義 

 就任年月日   令和８年３月14日 

２ 退任 

 監事 見附市杉沢町1592番地   加地 喜代一 

 退任年月日   令和８年１月５日 

 

◎新潟県告示第415号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、長岡市の越路原土地改良区の定款の変更を令

和８年４月27日認可した。 

令和８年５月15日 

新潟県長岡地域振興局長 

 

◎新潟県告示第416号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第57条の11第１項の規定により、次のとおり連携管理保全計画を認可した。 

令和８年５月15日 

新潟県南魚沼地域振興局長 

連携管理保全計画の名称 連携管理保全計画を定めた者の所在及び名称 認可年月日 

大和郷地域水土里ビジョ

ン 

南魚沼市浦佐478番地５ 

大和郷土地改良区 

令和８年４月27日 

 

◎新潟県告示第417号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第84条において準用する同法第30条第２項の規定により、佐渡市の佐渡土

地改良区連合の定款の変更を令和８年４月24日認可した。 

令和８年５月15日 

新潟県佐渡地域振興局長 

 

◎新潟県告示第418号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により、佐渡市の国府川左岸土地改良区から次のとお

り役員が就任及び退任した旨の届出があった。 

令和８年５月15日 

新潟県佐渡地域振興局長 

１ 就任 

 理事 佐渡市畑野甲722番地３   渡邉 敏夫 
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                  （理事長） 

  〃     〃  長石94番地       逸見 健正 

  〃   〃  竹田582番地       若林 正吉 

  〃   〃  寺田138番地１      遠藤 一男 

  〃   〃  三宮177番地      矢田 俊二 

  〃   〃  大久保139番地      忠野 佳純 

  〃   〃  金丸31番地      秋山 登 

 監事   〃 畉田94番地       河原 森久 

  〃   〃  吉岡829番地甲      本間 正己 

  〃   〃  畑野甲434番地乙   鎌田 博巳 

 就任年月日 令和８年４月20日 

２ 退任 

 理事 佐渡市畑野甲722番地３   渡邉 敏夫 

                  （理事長） 

  〃     〃  畉田94番地        河原 森久 

  〃   〃  金丸250番地       安藤 輝雄 

  〃   〃  竹田100番地        高津 正道 

  〃   〃  宮川1124番地１     加藤 一善 

  〃   〃  国分寺２番地        本間 清貴 

  〃   〃  目黒町305番地    渡部 一男 

 監事   〃  四日町323番地     曽我 久男 

  〃   〃 目黒町503番地１    本間 明 

  〃   〃 畑野甲434番地乙   鎌田 博巳 

 退任年月日 令和８年４月19日 

 

 

◎新潟県告示第419号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、佐渡市の国府川左岸土地改良区の定款の変更

を令和８年４月30日認可した。 

令和８年５月15日 

新潟県佐渡地域振興局長 

 

◎新潟県告示第420号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、佐渡市の吉井土地改良区の定款の変更を令和

８年４月30日認可した。 

令和８年５月15日 

新潟県佐渡地域振興局長 

 

◎新潟県告示第421号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県糸魚川地域振興局地域整備部用地

・行政課において縦覧に供する。 

令和８年５月15日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 路 線 名  一般国道 148号 

２ 供用開始の区間 

  糸魚川市大字山本1567番１から同市大字山本1555番２まで 

３ 供用開始の期日  令和８年５月15日 

 

◎新潟県告示第422号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、都市計画
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の図書の写しを次のとおり縦覧に供する。 

令和８年５月15日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 変更に係わる都市計画の種類 

 種類 新潟都市計画区域区分（新潟市決定） 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

◎新潟県告示第423号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、都市計画

の図書の写しを次のとおり縦覧に供する。 

令和８年５月15日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 変更に係わる都市計画の種類 

 種類 新潟都市計画用途地域（新潟市決定） 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

◎新潟県告示第424号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第２項の規定により、都市計画の図書の写しを次のとおり縦覧に供

する。 

令和８年５月15日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 都市計画の種類及び名称 

 種類 新潟都市計画地区計画（新潟市決定） 

 名称 豊栄駅北第２地区地区計画 

    大形駅北口地区地区計画 

    寺山地区地区計画 

    江南区役所周辺地区地区計画 

    フォスター亀田早通地区地区計画 

    荻川あおば通南地区地区計画 

    北上西地区地区計画 

    槇尾地区地区計画 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

◎新潟県告示第425号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、都市計画

の図書の写しを次のとおり縦覧に供する。 

令和８年５月15日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 変更に係わる都市計画の種類及び名称 

 種類 新潟都市計画地区計画（新潟市決定） 

 名称 島見研究学園都市地区地区計画 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

公   告 

予算の公表について（公告） 
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令和８年３月31日専決処分をした令和７年度新潟県一般会計補正予算、災害救助事業特別会計補正予算及び電

気事業会計補正予算の要領は、次のとおりである。 

令和８年５月15日 

新潟県知事  花 角  英 世 
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家畜商講習会の開催について（公告） 

家畜商法（昭和24年法律第208号）第４条の２第１項の規定により、家畜商講習会を次のとおり開催する。 
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令和８年５月15日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 講習会の日時及び場所 

(1) 日時  

令和８年７月30日及び31日 午前９時から午後５時まで 

(2) 場所 

新潟市中央区新光町４番地１ 新潟県自治会館別館 第１研修室 

２ 講習の内容及び時間 

(1) 家畜の取引に関する法令 ４時間 

(2) 家畜の品種及び特徴 ４時間 

(3) 家畜の悪癖、機能障害及び疾病 ６時間 

ただし、獣医師の免許を有している者は(2)及び(3)を、家畜人工授精師の免許を有している者は(2)及び(3)

の家畜の悪癖、機能障害の受講を、本人の希望があれば免除する。 

３ 受講手続 

新潟県電子申請システムにおいて、令和８年６月３日(水)から７月３日(金)までの期間に、申し込みを行う

こと。家畜商講習会受講申込書(様式第１号)は電子申請の際に添付し、申込書受理後、受講手数料3,400円を電

子納付すること。電子納付が難しい場合や郵送・持参での提出を希望する場合は、新潟県農林水産部食品・流

通課市場係（電話025－280－5304）に問い合わせること。 

なお、獣医師免許又は家畜人工授精師免許を有し、講習の特例措置を受けようとする者は、その免許証の写

しを添えた講習の特例措置適用申請書(様式第２号)を提出すること。 

４ 受講資格 

家畜の取引の業務に従事しようとする者 

５ その他 

(1) 受講者は、講習会当日に次のものを持参すること。 

  ・筆記用具及びノート 

  ・講習会テキスト （株）ぎょうせい発行「家畜取引の知識 第２次改訂版」(価格3,960円（消費税込み)) 

   なお、希望者にはテキストをあっせんする。 

 (2) 詳細については新潟県ホームページで公開するほか、新潟県農林水産部食品・流通課市場係（電話025－280

－5304）に問い合わせること。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、新潟県運転免許センター等電力供給について、

次のとおり一般競争入札を行う。 

なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手段の特例を定める政令（平成７年

政令第372号）の適用を受けるものである。 

令和８年５月15日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 入札に付する事項  

(1) 調達案件名及び数量 

  新潟県運転免許センター等電力供給（運転免許センターほか28庁舎） 一式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 供給期間 

令和８年10月１日から令和９年９月30日まで 

(4) 入札方法 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

 入札に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。 
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(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 本案件に係る入札参加資格確認申請書等を提出した日から入札日までの間において、新潟県知事から指名

停止措置を受けた（指名停止期間の一部が属する場合を含む｡)者でないこと。 

(3) 本案件の入札日から過去３か月以内に、国又は地方公共団体との契約において、談合又は暴力団排除に係

る契約条項に該当したため、発注者から契約解除又は打ち切りの措置を受けた者でないこと。 

(4) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と

の社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

(5) 新潟県物品等入札参加資格者名簿の営業種目「雑類」に登録されている者であること。 

(6) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の２の規定に基づく小売電気事業の登録を受けている者である

こと。 

(7) 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状況、再生可能エネルギーの導入状況等に関し、環境配慮

の基準に掲げる条件を満たす者であること。 

(8) 後記５に定めるところにより、入札参加資格申請書等を提出し、本案件の入札に係る参加資格を有するこ

とについて新潟県知事から確認を受けている者であること。 

３ 入札説明書の交付等 

(1) 入札説明書の交付期間及び交付場所 

  本公告の日から令和８年７月６日（月）までに、新潟県ホームページ「入札・発注・売却」でダウンロー

ドすること。 

  URL https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kenkei/denki.html 

(2) 契約条項を示す場所 

  (1)に同じ。 

(3) 問合せ先 

  郵便番号 950－8553 

  新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

  新潟県警察本部警務部会計課契約調度係       

  電話番号 025－285－1831 (直通) 

  Ｅメール kaikei.police@pref.niigata.lg.jp 

４ 入札の日時及び場所 

(1) 日時 

令和８年７月７日（火）午前10時 

(2) 場所 

新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 新潟県警察本部１階入札室 

５ その他 

(1) 契約において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

    免除する。 

(3) 契約保証金 

    契約金額の100分の10に相当する金額以上の現金（金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手を含む｡) 

とする。ただし、新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第10号、以下「財務規則」という｡)第44条第１号又 

は第３号に該当する場合は、免除する。 

なお、複数の方法による保証は認めない。 

(4) 新潟県物品等入札参加資格申請 

  新潟県物品等入札参加資格者名簿に登載されていない者で、本調達物品の入札への参加を希望する者は、 

新潟県物品等入札参加資格審査申請書を令和８年５月29日（金）午後５時までに、新潟県出納局会計検査課 

に提出しなければならない。 

提出先 郵便番号 950－8570 

新潟県新潟市中央区新光町４番地１（10階） 

新潟県出納局会計検査課調達契約係 

電話番号 025－280－5490 

(5) 入札者に求められる事項 
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この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書等を令和８年６月22日（月）午後５

時までに、本公告に示した入札参加資格を証明する書類を添付して、３(3)の場所に提出しなければならな

い。なお、提出書類等詳細については入札説明書による。 

入札に参加を希望する者は、入札日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に関し説明を求

められた場合は、これに応じなければならない。 

(6) 入札の無効 

本公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

(7) 落札者の決定方法 

財務規則第54条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。 

(8) 契約書作成の要否  

要 

(9) 不当介入に対する通報報告 

契約の履行に当たり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者（新潟県）へ通報報告を行 

うこと。 

(10) 苦情申立て 

  本件調達手続において、参加資格の確認その他の手続に不服がある場合は、政府調達に関する苦情の処理

手続（平成11年新潟県告示第1221号）により、苦情の原因となった事実を知り、又は合理的に知り得たとき

から10日以内に新潟県政府調達苦情検討委員会に対して苦情を申し立てることができる。 

  なお、政府調達協定に関する苦情の申立てがあり、新潟県政府調達苦情検討委員会が契約締結の停止等を

要請した場合は、本件調達手続の停止等を行うことがある。 

(11) その他 

 詳細は入札説明書による。 

６ Summary 

 (1) Nature of the products or services to be procured: 

     Electricity Supply Contract for the Driver’s License Center and others of the Niigata Prefectural 

Police (Driver’s License Center and 28 other buildings): One set  

(2) Date, time and place for the bid execution: 

     Date: Tuesday, July 7, 2026 

     Time: 10:00 a.m. 

     Place: Contract Bidding Room 

First Floor, Niigata Prefectural Police Headquarters Building 

4－1 Shinko-cho, Chuo-ku, Niigata-shi, Niigata-ken, Japan 

(3) For more information, please contact the following division in Japanese: 

Accounting Division, Police Administration Department,  

Niigata Prefectural Police Headquarters  

Address: 4－1 Shinko-cho, Chuo-ku, Niigata-shi, Niigata-ken, Japan 950－8553 

Phone: 025－285－1831 (Direct) 

Email: kaikei.police@pref.niigata.lg.jp 
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